
 

  若年者雇用促進特別奨励金（平成22年3月31日までの暫定措置） 

 25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者等の安定した雇用を促進するため、トライア

ル雇用終了後に、当該労働者を雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対

し、若年者雇用促進特別奨励金を支給します。 

 
受給できる事業主 

 

受給できる事業主は、次の(1)から(8)までのいずれにも該当する事業主です。 

(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。 

(2) 雇入れ日において25歳以上35歳未満の者で、雇入れ日の前日から起算して3年前の日の間に雇用保険

の被保険者（短期特例被保険者及び日雇被保険者を除く。以下同じ。）でなかった者（以下「対象者」

という。）を公共職業安定所の紹介によりトライアル雇用する労働者を雇い入れ、常用として労働契

約を締結し、引き続き6ヶ月以上雇用保険の被保険者として雇用する事業主であること。 

(3) 当該対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該奨励金の

受給についての申請書を提出する日までの間において、当該雇入れに係る事業所で雇用する被保険者

（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下同じ。）を事業主の都合により解雇等（退

職勧奨を含む。）をしたことがない事業主（天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能

となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。）であること。 

(4) 当該対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該奨励金の

受給についての申請書を提出する日までの間において、当該雇入れに係る事業所において、特定受給

資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者が3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保

険者数の6％に相当する数を超えて離職させた事業主以外の事業主であること。 

(5) 奨励金の支給を行う際に、当該事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前のいずれか

の保険年度に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条第1項第1号の一般保険料を納入し

ていない事業主以外の事業主であること。 

(6) 雇入れ日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間において、悪質な不

正行為により本来受けることのできない奨励金及び雇用保険法（昭和49年法律第116号）第4章の雇用

安定事業等に係る各種給付金の不支給措置を受けたことがない事業主であること。 

(7) 当該事業所において、出勤状況及び賃金の支払い状況を明らかにする書類（出勤簿、賃金台帳等）等

を整備･保管している事業主であること。 

(8) 当該対象者に支払うべき賃金について、支払期日を超えて支払っていない事業主（支給申請を行うま

でに当該賃金を支払った事業主を除く。）以外の事業主であること。 

※ これ以外にも一定の要件がありますので、該当するか否かは最寄りの安定所にお尋ね下さい。 

 
受給できる額 

 

 当該対象者をトライアル雇用後、雇用期間の定めのない労働契約に基づき雇用を開始した日（以下「基

準日」という。）から基準日から起算して6ヶ月の日までを第1期、基準日から起算して6ヶ月の日の翌月か



ら基準日から起算して1年の日までを第2期といい、それぞれの期に受給できる額は、25歳以上30歳未満の

場合、1人当たり10万円。30歳以上35歳未満の場合、1人当たり15万円（ただし、北海道、青森県、岩手県、

宮城県、秋田県、山形県、福島県、石川県、三重県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根

県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県

に所在する事業所における雇入れについては、25歳以上30歳未満の場合、1人当たり15万円。30歳以上35

歳未満の場合、1人当たり22万5千円。）。 

 
受給のための手続 

 

奨励金の支給を受けようとする事業主は、奨励金の支給の対象となる対象労働者に係る支給対象期が経

過する毎に、当該支給対象期分の奨励金について、当該支給対象期の末日の翌日から起算して１ヵ月以内

に、奨励金第１期支給申請書又は奨励金第２期支給申請書を事業所の所在地を管轄する安定所を経由して

都道府県労働局に提出して下さい。 

※ 手続きその他詳細については、最寄りの安定所にお問い合わせ下さい。 


